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第１章 総則 

第１節 目的 

（目的） 

第１条 本学は，教育基本法並びに学校教育法に基づき，仏教精神により，人間を

総合的に理解し，人類の福祉に貢献する人材を養成することを目的とする。 

（自己点検・自己評価） 

第２条 本学の教育・研究水準の向上と特色をより発揮し，その目的及び社会的使

命を達成するために，教育・研究活動等の状況について自己点検・自己評価を行

うものとする。 

（教育内容等改善のための組織的な研修等） 

第２条の２ 本学は，教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研

究を実施する。 

（情報公開） 

第２条の３ 本学は，法令に基づき，教育研究活動等の状況について積極的に公表

する。 

２ 自己点検・自己評価の結果の概要は，原則として公表するものとする。 

３ 自己評価に関する委員会は，別に定める。 

 

第２節 組織 

（学部） 

第３条 本学に，次の学部・学科を置く。 

     仏教学部    仏教学科 

     人間学部    社会福祉学科 

             人間環境学科 

             教育人間学科 

     心理社会学部  人間科学科 

             臨床心理学科 

     文学部     人文学科 

             日本文学科 

             歴史学科 

     表現学部    表現文化学科 

     地域創生学部  地域創生学科 

２ 前項の各学部に置く学科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

学 部 学   科 入学定員 
３年次 

編入学定員 
収容定員 

仏教学部 仏教学科 100名  25名  450名  

人間学部  

社会福祉学科 80名  －   320名  

人間環境学科 55名 －   220名 

教育人間学科 60名  3名 246名  

心理社会学部  

人間科学科 120名  3名  486名  

臨床心理学科 110名  5名  450名  

文 学 部 

人文学科 70名  3名  286名  

日本文学科 70名  －  280名  
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文 学 部 歴史学科 160名  3名  646名  

表現学部 表現文化学科 200名  3名  806名  

地域創生学部 地域創生学科 100名  －  400名  

合      計 1,125名  45名  4,590名  

３  学 部 の 学 科 ご と の 人 材 育 成 並 び に 教 育 研 究 の 目 的 は 別 の 規 程 に 定 め る 。  

（大学院）  

第４条  本 学に大学院を置く。  

２  大学院に関する規則は，別に定める。  

（別科）  

第５条  本 学に別科を置く。  

２  別科に関する規則は，別に定める。  

（附属研究所）  

第６条  本 学に，次の研究所を置く。  

大正大学綜合仏教研究所  

  大正大学カウンセリング研究所  

  大正大学地域構想研究所  

（附属図書館）  

第７条  本 学に，附属図書館を置く。  

（附属研究施設）  

第８条  本 学に，附属仏教資料館を置く。  

（事務局）  

第９条  本 学に，事務局を置く。  

（ＴＳＲマネジメント推進機構）  

第９条の２  本 学に，ＴＳＲマネジメント推進機構を置く。  

２  前項に関する規程は，別に定める。  

（ＢＳＲ推進室）  

第９条の３  本 学に，Ｂ ＳＲ推進室を置く。  

２  前項に関する規程は，別に定める。  

 

第３節  職 員組織  

（職員組織）  

第 10条  本 学に学長，副学長，学部長，学長補佐を置く。  

(1)   学 長は校務をつかさどり，教職員を統督する。  

(2)   副 学長は学長を助け，命を受けて教学及び渉外・就職に関する

事項をつかさどる。  

(3)   学 部長は学長及び副学長を助け，命を受けて当該学部に関する

事項を統轄する。  

(4)   学 長補佐は学長の命を受けて，学務に関する事項を補佐する。  

第 11条  本 学に教育職員及び事務職員を置く。  

(1)   教 育職 員は，専任の教授，准教授，講師，助教，特任教員，任

期制教員とする。  

(2)  教 育職員に名誉教授，特命教員，招聘教授，客員教員，インスト

ラクタ及び非常勤講師を置くことができる。  

(3)  事 務職員は，事務局長，副局長，部長，部長補佐，課長，統括主

幹，係長，主任，課員とする。  

(4)   事 務局長は，学長を補佐し，事務全般を統轄する。  

(5)   事 務職員は，その執務内容により事務系，技術系に区分する。  

（職員会）  
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第 12条  職 員会は，専任事務職員をもって構成し，事務遂行に必要な事項

について協議する。  

 

第４節  教 授会  

（教授会）  

第 13条  学 部に教授会を置き，専任の教授，准教授，講師 ， 特任教員及び

任期制教員をもって構成する。  

(1)  学 部長は，教授会を招集し，その議長となる。学部長に支障のあ

るときは，教授会が選定した教授がこれを代行する。  

(2)  学 部長は，必要に応じてその他の教職員の出席を求めることがで

きる。  

第 14条  学 長は，教授会を統合した教授会連合会を招集し，副学長が その

議長となる。  

２  学長は，必要に応じてその他の教職員の出席を求めることができる。  

第 15条  教 授会連合会は，次の事項を審議する。  

(1)  教 育課程の編成に関する事項  

(2)  学 位授与に関する事項  

(3)  学 生の入学及び卒業に関する事項  

(4)  学 生の懲戒に関する事項  

(5)  教 員の教育研究業績の審査に関する事項  

(6)  学 則 の 改 廃 及 び 教 育 研 究 に 関 す る 学 内 諸 規 程 の 制 定 ， 改 廃 に 関

する事項  

(7)  学 長の諮問する事項  

(8)  そ の他教育研究に関する事項  

２  次に掲げ る事項につ いては， 学長が決定 を行うに 当たって教 授会連合

会が意見を述べるものとする。  

(1) 学 生の入学及び卒業  

(2) 学 位の授与  

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 教 育 研 究 に 関 す る 重 要 な 事 項 で ， 教

授会連合会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの  

（代議員会）  

第 16条  教 授 会 連 合 会 は ， 構 成 員 の 一 部 を も っ て 構 成 す る 代 議 員 会 を 置 き ，

第 15条について審議を委ねることができる。  

２  代 議 員 会 は ， 第 15 条 第 ２ 項 に 掲 げ る 事 項 に つ い て ， 教 授会 連 合 会 に

代わり，意見を述べるものとする。  

３  教 授 会 連 合 会 は， 代 議 員 会 の 議 決 をも っ て ， 教 授 会 連 合会 の 議 決 と す

る。  

４  代議員会に関する事項は，別に定める。  

 

 

第５節  学 年，学期，休業日  

（学年）  

第 17条  学 年は４月１日に始 まり，翌年３月 31日に終わる。  

（学期）  

第 18条  １ 年間に授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め 35週にわた

るものとし，学期等については次のとおりとする。  

春学期（各年次第１ セメスター）  ４月１日から９月 15日まで  

秋学期（各年次第２ セメスター）  ９月 16日から翌年３月 31日まで  

ただし，９月１日から９月 15日までは集中講義が行われる場合がある。  
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２  前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。  

春学期前半（各年次第１クォーター）  

春学期後半（各年次第２クォーター）  

秋学期前半（各年次第３ク ォーター）  

秋学期後半（各年次第４クォーター）  

３  前２項の授業日程は毎年度 代議員会 の議を経て学長がこれを定める。  

（休業日）  

第 19条  休 業日は，次のとおりとする。  

(1)  国 民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に定める休日  

(2)  日 曜日  

(3)  春 期休業    ３月 16日から３月 31日まで  

(4)  夏 期休業    ８月８日から９月 15日まで  

(5)  冬 期休業    12月 27日から翌年１月５日まで  

２  学長は，代議員会 の議を経て休業日を変更し，又は臨時に休業日を定

めることができる。  

（創立記念）  

第 20条  本 学の創立記念日は， 11月５日とする。  

 

第２章  学 部通則  

第１節  修 業年限及び在学年限  

（修業年限）  

第 21条  学 部の修業年限は，４年（８学期）とする。  

（在学年限）  

第 22条  学 生の在学年限は，８年（ 16学期）を超えることができない。  

２  編入学生の在学年限は，４年（８学期）を超えることができない。  

（進級）  

第 23条  入 学後１年（２学期）以上在学し， 20単位以上修得した者は，第

２学年に進級する。  

２  第２学年に１年（２学期）以上在学し， 62単位以上修得した者は，第

３学年に進級する 。  

３  第３学年に１年（２学期）以上在学し， 90単位以上修得した者は，第

４学年に進級する。  

４  前項までの条件に併せて，各学年及びセメスター 又はクォーター ごと

に，履修単位数の上限を別に定める。  

 

第２節  入 学  

（入学の時期）  

第 24条  入 学の時期は，毎学年の始めとする。ただし，学年の途中におい

ても，学期の区分に従い，学生を入学させることができる。  

（入学資格）  

第 25条  本 学へ入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者と

する。  

(1)  高 等学校又は中等教育学校を卒業した者  

(2)  特 別支援学校の 高等部又は高等専門学校の３年次を修了した者  

(3)  外 国において，学校教育における 12年の課程を修了した者，又は

これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者  

(4)  文 部科学大臣が，高等学校の課程と同等の課程を有するものとし

て認定又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者  

(5)  文 部科学大臣が指定する専修学校の高等課程を修了した者  

(6)  文 部科学大臣が行う大学入学資格検定及び高等学校卒業程度認定

試験に合格した者  

(7)  そ の他本学において，相当の年令に達し，高等学校を卒業した者
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と 同等以上の学力 があると認められた者  

(8)  外 国における， 12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者  

(9)  我 が国において，外国の高等学校相当として指定された外国人学

校を修了した者  

(10)  旧 制学校等を修了した者  

(11)  国 際バカロレア，アビトゥア，バカロレアなど，外国の大学入

学資格の保持者  

(12)  国 際的な評価団体（ＷＡＳＣ，ＣＩＳ，ＡＣＳＩ）の認定を受

けた外国人学校の 12年の課程を修了した者  

（入学者の出願）  

第 26条  入 学志願者は，本学所定の書類等を提出しなければならない。  

２  提出の時期・方 法・添付の書類等については，別に定める。  

（入学者の選考及び入学許可）  

第 27条  前 条 の 入 学 志 願 者 に つ い て は ， 選 考 の う え 学 長 が 入 学 を 許 可 す る 。  

（入学手続き）  

第 28条  前 条の選考の結果に基づき入学を許可された者は，本学所定の書

類等を整え，学費等を添えて，指定の期日までに提出しなければならな

い。  

(1) 本 条に定める手続きをしない者は，入学の許可を取消す。  

(2) 保 証人は，保証人及び副保証人の２名を必要とする。  

(3) 保 証人は，その学生の在学中に係る一切の問題について，責任を負

わなければならない。  

第 29条  保 証人が転居，改印等をしたときは，直ちにその旨を届け出なけ

ればならない。  

２  保証人が死亡又はその資格を喪失したときは，新たに保証人を定め，

届け出なければならない。  

 

第３節  再 入学，編入学，転学 部，転学科及び転学  

（再入学・編入学）  

第 30条  次 の各号の一に該当する者で，本学への編入学を希望する者につ

いては，選考のうえ第３学年次に入学を許可することができる。  

(1) 本 学又はその他の大学を卒業した者  

(2) 大 学に２年以上在学し， 62単位以上修得した者  

(3) 専 修学校の専門課程を修了し，文部科学大 臣の定めるところによる         

  者  

(4) 短 期大学，工業教員養成所，養護教諭養成所，高等専門学校を卒業

した者  

(5) 旧 制の専門学校，高等学校高等科，大学予科等の課程を卒業又は修

了した者  

２  本学を中途退学した者で，再入学を希望する者については，選考のう

え相当学年に入学を許可することができる。  

３  第１項及び第２項の規定により入学を許可された者は，既に修得した

単位を，本学における授業科目の履修とみなし，別に定めるところによ

り単位を与えることができる。  

第 31条  本 学に入学・編入学・再入学を希望す る者は，本学所定の書類等

に入学検定料を添えて提出しなければならない。  

２  提出の時期・方法・添付書類等については別に定める。  

第 32条  前 条 の 入 学 希 望 者 に つ い て は ， 選 考 の う え 学 長 が 入 学 を 許 可 す る 。  

（転学部・転学科）  

第 33条  本 学学生にして，他の学部又は学科に移籍を希望する者は，学長

に願い出て欠員のある場合に限り，選考のうえ，１・２年次に限り許可

することがある。  
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（ 転学）  

第 34条  学 生が他の大学に転学しようとするときは，退学しなければなら

ない。  

 

 

第４節  教 育課程及び履修方法 等  

（授業科目）  

第 35条  仏 教学部，人間学部， 心理社会学部， 文学部，表現学部の 授業科

目は，第Ⅰ類，第Ⅱ類，第Ⅱ類共通及び第Ⅲ類から構成される。また，

卒 業 要件 は 各学 科の定 め ると こ ろに より， 計 124単 位 修 得す るも の とす る 。  

２  地域創生学部の授業 科目は，基盤教育 ，基盤・専門融合教育 ，専門教

育から構成される。また ，卒業要件は学科の定めるところにより ，計 124

単位修得するものとする。  

第 36条  学 生は，原則として学則別表に示す授業科目の履修方法に基づい

て，順次履修するものとする。  

（授業科目の履修方法）  

第 37条  本 学の教育課程による授業 科目は，必修科目，選択科目，自由科

目に分類され，これを各年次に配当して編成するものとする。  

第 38条  第 35条第１項に規定する科目の履修については，次のとおりとす

る。  

(1)第 Ⅰ類科目は「学びの窓口」「学びの技法」の２つの科目群で構成さ

れ，それぞれの履修については，学則別表に示す授業科目の履修方法

によるものとする。  

(2)第 Ⅱ類科目の履修については，各学科の学則別表に示す授業科目の履

修方法によるものとする。  

(3)第 Ⅱ類共通科目は，他学科第Ⅱ類科目とし，毎年度指定する科目の中

から履修するものとする。ただし， 卒業単位として認定できる単位数

は， 30単位を上限とする。  

(4)第 Ⅲ類科目は共通選択科目とし，学則別表による各群から，各学科に

より定められた単位を卒業までに履修するものとする。ただし，教

職・資格に関する科目のうち，教科に関する科目は各学科及び取得し

ようとする資格によって履修が指定される。  

２  第 35条第２項に規定する科目の履修については，学則別表に示す授業

科目の履修方法によるものとする。  

３  本学が必要と認める場合は，他の教育・研究機関の協力を得て授業を

実施することができる。  

第 39条  学 生は所属する学部長 の許可を得て，他の学部の授業科目を履修

することができる。  

（他の大学等における授業科目の履修）  

第 39条の ２  教 育上有益と認めるときは，学生が別に定めるところにより

他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位

を， 60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得し

たものとみなすことができる。  

２  前項の規定は，学生が，外国の大学又は短期大学に留学する場合に準

用する。  

（大学以外の教育施設等における学修）  

第 39条の ３  教 育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専

門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を，本学

における授業科目の履修とみなし，別に定めるところにより単位を与え

ることができる。  

２  前項により与えることができる単位数は，前条の規定により本学にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとす
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る 。  

（入学前の既修得単位等の認定）  

第 39条の ４  教 育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学

又は短期大学（外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。）

において履修した授業科目について修得した単位を，本学に入学した後

の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。  

２  教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第

１項に規定する学修を，本学における授業科目の履修とみなし，別に定

めるところにより単位を与えることができる。  

３  前２項により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数

は，編入学，転入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外の

ものについては，第 39条の２及び第 39条の３により本学において修得し

たものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。  

第 40条  教 員の資格を得ようとする者は，別表（３）による教職に関する

科目の単位を修得しなければならない。  

２  社会教育主事の資格を得ようとする者は，別表（４）による社会教育

に関する科目の単位を修得しなければならない。  

３  博物館学芸員の資格を得ようとする者は，別表（５）による博物館に

関する科目の単位を修得しなければならない。  

４  図書館司書の資格を得ようとする者は，別表（６）による図書館司書

に関する科目の単位を修得しなければならない。  

５  学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は，別表（７）による学

校図書館司書教諭に関 する科目の単位を修得しなければならない。  

６  社会福祉士の国家試験受験資格を得ようとする者は，別表（８）－１

による社会福祉士に関する科目の単位を修得しなければならない。  

７  精神保健福祉士の国家試験受験資格を得ようとする者は，別表（８）

－２による精神保健福祉士に関する科目の単位を修得しなければならな

い。  

８  日本語教員養成講座を履修しようとする者は，別表（９）による日本

語教員資格に関する科目の単位を修得しなければならない。  

９  社会教化者養成講座を履修しようとする者は，別表（ 10）による社会

教化者資格に関す る科目の単位を修得しなければならない。  

10 社 会福祉主事の資格を得ようとする者は，別表（ 11）による社会福祉

主事に関する科目の単位を修得しなければならない。  

11 児 童指導員の資格を得ようとする者は，別表（ 12）による児童指導員

に関する科目の単位を修得しなければならない。  

（履修登録）  

第 41条  学 生は，学期の始めに履修しようとする授業科目を登録するもの

とする。  

（試験）  

第 42条  授 業科目を履修した者に対して，試験を行う。  

第 43条  試 験は，単位試験と卒業論文試験又は卒業研究試験とする。  

２  試験は，セメスター 又はクォーター の終了時ごとに行う。  

３  試験に合格した者には，所定の単位を与える。  

（単位の認定）  

第 44条  単 位認定の基準は，次のとおりとする。本学においては，１単位

は標準 45時間の学修を要する教育内容をもって構成するものとし，各授

業方法ごとの１単位の授業時間数は，原則として次のとおりとする。  

(1) 講 義及び演習については， 15時間から 30時間の授業をもって１単位

とする。  

(2) 実 験，実習及び実技については， 30時間から 45時間の授業をもって
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１ 単位とする。  

(3) １ つの授業科目 について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち

２以上の方法の併用により行う場合については，その組み合わせに

応じ，前２号に規定する基準を考慮して本学が定める時間数をもっ

て１単位とする。  

２  前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究については，学修の成

果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合，これに必要

な学修等を考慮して単位数を定めることができる。  

（成績の評価）  

第 45条  授 業科目の試験の成績は，ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｚ・Ｔの７種

の評語をもって表し，ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｔを合格とする。  

 

第５節  休 学・復学・退学及び 除籍  

（休学）  

第 46条  学 生が疾病又はその他の理由により，修学することができない場

合は，事情を具して学長に願い出て，その学期又は学年の終わりまで休

学することができる。  

(1)  休 学は，１年（２学期）以内とする。ただし，特別の事情のある

場合には，引き続き許可を願い出ることができる。  

(2)  休 学期間は，通算して２年（４学期）を超えることができない。  

(3)  休 学期間は，在学期間には算入しない。  

(4)  休 学及び休学期間延長を願い出るときは，所定の様式により，そ

の事由を証明する書類 （疾病の場合は診断書）を添付して，保証

人と連署のうえ願い出なければならない。  

第 47条  疾 病その他の理由によって，学習することが不適当と認められる

場合には学長は休学を命ずることがある。  

（復学）  

第 48条  第 46条・第 47条により休学した者が復学しようとするときは，所

定の様式により各学期開始２週間前までに学長に願い出なければならな

い。  

２  休学期間中でも，その事情が終わったときは届け出て復学することが

できる。ただし，復学する者は，当該納期分の学費等を納入しなければ

ならない。  

３  復学の時期は，学期の始めとす る。  

（退学）  

第 49条  学 生が疾病又はその他の理由により退学しようとするときは，所

定の様式により，その事由を証明する書類（疾病の場合は診断書）及び

学生証を添付して，保証人と連署のうえ願い出なければならない。  

２  学年の途中で退学する者は，当該納期分の学費等を納入しなければな

らない。  

第 50条  学 生が次の各号の一に該当するときは，これを退学させる。  

(1) 性 行不良で改善の見込みがないと認められる者  

(2) 学 力劣等で成業の見込みがないと認められる者  

(3) 正 当の理由がなくて出席常でない者  

(4) 学 校の秩序を乱し，その他学生として本分に反した者  

２  前項第１号及び第４号による退学は，代議員会の議を経て学長が決定

する。  

３  前項第２号及び第３号による退学は， 学長が決定する。  

（除籍）  

第 51条  学 生が次の各号の一に該当するときは，これを除籍する。  

(1) 定 める期間内に学費を納入しない者  

(2) 学 則第 22条に定める期間に卒業できない者  
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(3) 学 則第 46条第２号に定める休学期間を超えてもなお復学できない者  

２  前項による除籍は，学長が決定する。  

第 52条  除 籍となった者は，退学を願い出ることはできない。  

 

第６節  留 学  

（留学）  

第 53条  本 学が教育上有益と認めたときは，外国の大学に留学することを

認めることがある。  

（留学の資格）  

第 54条  留 学することができる者は，原則として本学に１年（２学期）以

上在学し，かつ各学年次標準以上の単位を修得した者とする。  

（出願手続き）  

第 55条  留 学しようとする者は，あらかじめ留学先の大学等の入学許可証

又は受入れ承諾書を添付し，所定の様式により願い出て，本学の許可を

受けなければならない。  

（留学期間）  

第 56条  在 学中に留学できる期間は，２年（４学期）以内とする。  

第 57条  留 学に関する取扱いは，本章の規程のほか，別に定めるところに

よる。  

 

第７節  卒 業及び学位  

（卒業）  

第 58条  本 学に４年（８学期）以上在学し，所定の授業科目の 124単位以上

を履修した者には学士の学位を授与する。  

２  卒 業 の 時 期 は ， 学 年 の 終 わ り と す る 。 た だ し ， 学 年 の 途 中 に お い て も ，

学期の区分に従い，学生を卒業させることができる。  

（学士号）  

第 59条  学 士の種類は，次のとおりである。  

仏教学部    仏教学科         学 士 (仏教学 ) 

人間学部    社会福祉学科       学 士 (社会福祉学）  

人間環境学科       学 士 (人間環境学 ) 

          教 育人間学科       学 士 (教育人間学 ) 

心理社会 学部  人間科学科        学 士 (人間科学）  

          臨 床心理学科       学 士 (臨床心理学 ) 

文学部     人 文学科         学 士 (人文学 ) 

       日 本文学科        学 士（日本文学）  

          歴 史学科         学 士 (歴史学 ) 

表現学部    表現文化学科       学 士 (表現文化 ) 

地域創生学部  地域創生学科       学 士 (経済学 ) 

 

第 ８節  賞 罰  

（表彰）  

第 60条  本 学学生にして，他の模範となるような行為のあった者はこれを

賞する。  

（懲戒）  

第 61条  本 学に在学する者で本学の学則及び規則に違反し，又は学生の本

分にもとり，本学の名誉を毀損する行為ある者及び成業の見込みのない

者は，教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。  

第 62条  懲 戒は譴責，謹慎，停学及び退学とする。  

 

第 ９節  奨 学生  

（奨学生）  
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第 63条  本 学在学中，学業成績優秀なる者には，本学奨学生として，奨学

資金を支給することができる。  

２  奨学生に関する規程は，別に定める。  

 

第 10節  厚生施設  

（厚生施設）  

第 64条  教 職員及び学生の厚生施設を設ける。  

 

 

第 11節  外国人特別生，委託生 及び科目等履修生  

（外国人特別生）  

第 65条  外 国人で，第 25条に規定する入学資格の判明しないときには，当

該外国公館の証明書がある場合に限り，選考のうえ，外国人特別生とし

て入学を許可することがある。  

（委託生）  

第 66条  他 の大学又は公共機関から委託推薦された者を，選考のうえ，委

託生として入学を許可することがある。  

２  委託生の研修期間は，１年（２学期）以内とする。ただし，特別の理

由ある場合は，１年（２学期） に限り延長することができる。  

３  委託生で，授業科目の試験に合格した者は，その証明書を交付するこ

とができる。  

（科目等履修生）  

第 67条  本 学に科目等履修生を置くことができる。  

２  科目等履修生に関する規程は，別に定める。  

第 68条  外 国人特別生，委託生には，第２章の規定のほか，別に定めると

ころによる。ただし，委託生については第７節は適用しない。  

（教職特別課程）  

第 69条  削 除  

 

第 12節  入学検定料，学費等  

（入学検定料・学費等）  

第 70条  入 学試験を受ける者は，別表（ 13）－１の入学検定料を納付し，

入学を許可された者は，別表（ 13）－１及び－２の学費等を納入しな け

ればならない。転入，編入，再入学（復学）の場合もこれに準ずる。  

（学費等）  

第 71条  学 費等の納入の金額は，別表（ 13）－１及び２に定める。教職，

社会教育等の諸資格課程を履修する者は，別に定める費用を納入するも

のとする。  

２  外国人特別生，委託生，留学生の学費等は，これに準ずる。  

３  在学中学費等について変更のあった場合には，新たに定められた金額

を納入するものとする。  

第 72条  学 費等は，学年の始めにおいて，指定期日以内に納入しなければ

ならない。ただし，授業料及び施設設備については，学期ごとに分納す

ることができる。  

２  指定納期は，第Ⅰ期（春学期）を４月末日，第Ⅱ期（秋学期）を９月

末日とする。  

３  年度のうち，１学期のみ在学する場合，授業料及び施設設備費につい

ては，年額の半額を納入する。    

第 73条  一 度納付した学費等は，原則として，これを返還しない。  

第 74条  正 当な理由により，やむを得ず学費等を延納するときは，直ちに

その旨を届け出て許可を受けなければならない。  

(1) 休 学中は当該納期の授業料及び施設設備費の半額を免除するが，諸
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費 は全額を納 入する。  

(2) 第 53条により，海外留学期間中の本学における学費等については，

当該納期授業料を免除するが，諸費は全額を納入する。  

第 75条  停 学に処せられた者の学費等は，徴収するものとする。  

第 76条  転 学又は退学するときは，その期までの学費等を徴収するものと

する。  

 

第 13節  公開講座  

（公開講座）  

第 77条  社 会人の教養を高め，文化の向上に資するため，公開講座を開く

ことができる。  

 

第 14節  改廃  

（改廃）  

第 78条  こ の学則の改廃は，代議員会の議を経て，理事会が行う。  

 

附  則  

本学則は，昭和 24年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 29年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 44年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 46年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 47年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 48年 10月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 50年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 53年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 53年 12月 27日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 54年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 55年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 56年４月１日から施行する。  

附  則  

１  本学則は，昭和 57年４月１日から施行する。  

２  昭和 56年度以前の入学生の単位履修については，従前の例による。  

３  昭和 57年３月 31日現在在学する者にかかる学費等の額は，従前の例に

よる。  

附  則  

本学則は，昭和 58年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 59年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 60年４月１日から施行する。  

附  則  
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１  学則第３条第２項の規定にかかわらず昭和 61年度から平 成 11年度まで

の期間を付した入学定員は，次のとおりとする。  

学    部  学    科  入  学  定  員  

仏  教  学  部  仏 教 学 科          １５０  

文   学   部  

哲    学    科  １００  

史    学    科  １００  

 

文
学
科

 

国  文  学  専  攻   ８０  

英語英文学専攻   ８０  

社 会 学 科           ８０  

社 会 福 祉 学 科           ８０  

合        計  ６７０  

 

２  本学則は，昭和 61年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，昭和 62年４月１日から施行する。  

附  則  

１  本学則は，昭和 63年４月１日から施行する。  

２  施行年度以前の入学者についての履修方法については，従前の学則に

よる。  

附  則  

本学則は，平成元年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，平成２年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，平成３年４月１日から施行する。  

ただし，教育職員免許法の一部改正に伴い，本学学則別表（３）は平成

２年度入学者から適用する。  

附  則  

１  学則第３条第２項の規定にかかわらず， 平成４年度から平成 11年度ま

での期間を付した入学定員は，次のとおりとする。  

 

学    部  学    科  入  学  定  員  

仏  教  学  部  仏 教 学 科          １６０  

文   学   部  

哲    学    科  １４０  

史    学    科  １２０  

文
学
科

 

国  文  学  専  攻   ８０  

英語英文学専攻   ８０  

社 会 学 科           ８０  
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社 会 福 祉 学 科          １１０  

合        計  ７７０  

 

２  この期間を付した入学定員は，平成 11年度までとする。  

３  本学則は，平成４年４月１日から施行する。  

附  則  

１  本学則は，平成５年４月１日から施行する。  

２  平成４年度以前の入学生の単位履修等については当該入学年度の学則

に準拠する。  

３  学則第３条第２項の規定にかかわらず平成５年度から平成 11年度まで

の期間を付した入学定員は，次のとおりとする。  

 

 

 

学  部  学    科  専  攻  入学定員  

人 間 学 部      

仏 教 学 科           １６０  

人 間 福 祉 学 科          

社会福祉学専攻   ８０  

生 涯 教 育 専 攻         ４５  

臨床心理学専攻   ４５  

社 会 学 科          
  ８０  

 

文  学  部  

国 際 文 化 学 科          
 １６０  

日本語・日本文学科  
  ８０  

史    学    科  
 １００  

合        計  
 ７５０  

 

４  学則第 40条第１項にかかる本学学則別表（３）につい ては，平成５年

度入学者から適用する。  

附  則  

本学則は，平成６年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，平成７年４月１日から施行する。  

附  則  

本学則は，平成８年４月１日から施行する。  

附  則  

１  本学則は，平成９年４月１日から施行する。  

２  学則第３条第２項の規定にかかわらず平成９年度から平成 11年度まで

の期間を付した入学定員は，次のとおりとする。  

 

学  部  学    科  専   攻  コース  入学定員  

人間学部 仏  教   学   科   昼間主コース 160名  
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 夜間主コース  50名  

 

人 間  福  祉  学  科  

社会福祉学専攻  
  80名  

 生涯教育専攻  
  45名  

 臨床心理学専攻  
  45名  

 社   会    学    科   
  80名  

文  学  部  国 際  文  化  学  科   
 160名  

 日本語・日本文学科   

 

 

 80名  

 史   学    科   
 100名  

合            計  
 800名  

 

３  学則第 40条第１項にかかる本学学則別表（３）については，平成５年

度入学者から適用する。  

附  則  

本学則は，平成 10年４月１日から施行する。  

附  則  

１  本学則は，平成 11年４月１日から施行する。  

２  学則第３条第２項の規定にかかわらず平成 11年度の期間を付した入学

定員は，次のとおりとする。  

 

 

学 部  学   科  専 攻  コ ー  ス  入学定員  

人間学部  

仏 教 学 科  

 

 

昼間主コース  160名  

夜間主コース  50名  

人間福祉学科  

社会福祉学専攻  

昼間主コース  105名  

夜間主コース  40名  

臨床心理学専攻  

昼間主コース  65名  

夜間主コース  20名  

社 会 学 科   

昼間主コース  80名  

夜間主コース  30名  

文 学  部  

国際文化学科   

昼間主コース  160名  

夜間主コース  50名  

日本語・ 
日本文学科  

 

昼間主コース  80名  

夜間主コース  25名  

 

史   学   科  

 

昼間主コース  100名  

夜間主コース  35名  
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合      計  
昼間主コース  750名  

夜間主コース  250名  

 

附  則  

１  本学則は，平成 12年４月１日から施行する。  

２  第３条及び第 59条の規定にかかわらず平成 12年３月 31日に在学する学

生が卒業するまで社会学科は存続するものとする。  

３  学則第３条第２項の規定にかかわらず 平成 12年度から平成 16年度の入

学定員は，次のとおりとする。  

 

 

 

 

 

学

部  

学   科  専 攻  コ ー  ス  

入学定員  

平 成 

12年度 

平 成 

13年度 

平 成 

14年度 

平 成 

15年度 

平 成 

16年度 

人 
 

間 
 

学 
 

部

 

 仏 教 学 科  

 

 

 

昼間主コース   140名   120名   100名   100名   100名  

夜間主コース   50名   50名   50名   50名    50名  

人間福祉学科  

社会福祉学専攻  

昼間主コース   105名   105名   105名   105名   100名  

夜間主コース    40名    40名   40名   40名    40名  

臨床心理学専攻  

昼間主コース    65名    65名   65名   65名    65名  

夜間主コース    20名    20名   20名   20名    20名  

人 間 科 学 科        

 

 

 

昼間主コース    80名    80名   80名   80名    80名  

夜間主コース    30名    30名   30名   30名    30名  

文
学
部

 

国際文化学科  

 

 

 

昼間主コース   145名   130名   115名   100名   100名  

夜間主コース   50名    50名   50名   50名    50名  

日本語・ 
日本文学科  

 

 

 

昼間主コース    80名    80名   80名   65名    65名  

夜間主コース    25名    25名   25名   25名    25名  

史   学   科  

 

 

 

昼間主コース   100名   100名   100名   95名    65名  

夜間主コース   35名    35名   35名   35名    35名  

合      計  
昼間主コース   715名   680名   645名   610名   575名  

夜間主コース   250名   250名   250名   250名   250名  

 

４  改 正 前 第 37条 第２ 項 の 規 定 に か か わら ず 授 業 科 目 の 履 修方 法 に つ い て

は ， 制 限 を 設 け な いも の と す る 。 た だ し， こ の 規 定 は ， 施 行年 度 以 前 の

入 学 者 に つ い て も 適用 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。  

２  学 則 第 ３ 条 第 ２項 の 規 定 に か か わ らず 平 成 13年 度 か ら 平成 16年 度 の 入

学 定 員 は ， 次 の と おり と す る 。  
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学

部  

学   科  専 攻  コ ー  ス  

入学定員  

平 成 

13年度 

平 成 

14年度 

平 成 

15年度 

平 成 

16年度 

人 

間 

学 

部

 

 仏 教 学 科 

 
昼間主コース  105名   100名   100名   100名  

夜間主コース   50名    50名    50名    50名  

人間福祉学科 

社会福祉学専攻 

昼間主コース  105名   105名   105名   100名  

夜間主コース   40名    40名    40名    40名  

臨床心理学専攻 昼間主コース   65名    65名    65名    65名  

   
夜間主コース   20名    20名    20名    20名  

人 間 科 学 科        

 

 
昼間主コース   80名    80名    80名    80名  

夜間主コース   30名    30名    30名    30名  

文 
 

学 
 

部

 

国際文化学科 

 

 
昼間主コース  145名   115名   100名   100名  

夜間主コース   50名    50名    50名    50名  

日本語・ 

日本文学科 

 

 
昼間主コース   80名    80名    65名    65名  

夜間主コース   25名    25名    25名    25名  

史   学   科 

 
昼間主コース  100名   100名    95名    65名  

夜間主コース   35名    35名    35名    35名  

合      計  
昼間主コース  680名   645名   610名   575名  

夜間主コース  250名   250名   250名   250名  

 

附  則  

本学則は，平成 14年４月１日から施行する。  

附  則  

１  本学則は，平成 15年４月１日から施行する。  

２  学則第３条第２項の規定にかかわらず平成 15年度から平成 16年度の入

学定員は，次のとおりとする。  

 

学部  学   科  専 攻  コ ー  ス  

入学定員  

平成 

15年度 

平成 

16年度 

人 
 

間 
 

学 
 

部 

 仏 教 学 科 

 
昼間主コース  80名   80名  

夜間主コース   40名    40名  

人間福祉学科 

社会福祉学専攻 

昼間主コース  105名   100名  

夜間主コース   40名    40名  

臨床心理学専攻 昼間主コース   65名    65名  
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夜間主コース   20名    20名  

 

人 間 科 学 科        

 

 

昼間主コース   100名    100名  

 
夜間主コース   40名    40名  

文 
 

学 
 

部

 

表現文化学科 

 

 

昼間主コース  100名   100名  

夜間主コース   50名    50名  

歴史文化学科 
 

 

昼間主コース   160名    130名  

   
夜間主コース   60名    60名  

合      計  
昼間主コース  610名   575名  

夜間主コース  250名   250名  

（ 文 学 部 国 際 文 化 学科 ， 日 本 語 ・ 日 本 文学 科 ， 史 学 科 の 存 続に 関 す る

経 過 措 置 ）  

文 学 部 国 際 文 化 学 科， 日 本 語 ・ 日 本 文 学科 ， 史 学 科 は ， 改 正後 の 学 則

第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定に か か わ ら ず 平 成 15年 ３ 月 31日 に 当 該 学科 に 在 学

す る 者 が 卒 業 す る まで の 間 ， 存 続 す る もの と す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 16年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 17年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 18年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 19年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 20年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 21年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。  

（ 人 間 福 祉 学 科 臨 床心 理 学 専 攻 の 存 続 に関 す る 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ らず 平 成 21年 ３ 月 31日に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 人間 福 祉 学 科 臨 床 心 理学 専 攻 は 存 在 す る もの と す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 22年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。                                        

（ 人 間 学 部 仏 教 学 科， 文 学 部 表 現 文 化 学科 ， 歴 史 文 化 学 科 の存 続 に 関 す

る 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ らず 平 成 22年 ３ 月 31日に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 人間 学 部 仏 教 学 科 ， 文学 部 表 現 文 化 学 科 ，歴 史 文 化 学

科 は 存 続 す る も の とす る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 23年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。  

（ 人 間 科 学 科 人 間 科学 専 攻 ， 教 育 人 間 学専 攻 の 存 続 に 関 す る経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 及 び 第 59条 の 規 定 に か か わ らず 平 成 23年 ３ 月 31日に 在 学 す る 学

生 が 卒 業 す る ま で 人間 科 学 科 人 間 科 学 専攻 ， 教 育 人 間 学 専 攻は 存 続 す る

も の と す る 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 24年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  
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本 学 則 は ， 平 成 25年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 25年６ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 26年４ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

本 学 則 は ， 平 成 26年９ 月 １ 日 か ら 施 行 する 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 27年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。  

２  平 成 26年 ４ 月 １日 現 在 ， 現 に 在 籍 して い る 者 の 単 位 の 履修 方 法 及 び 学

位 の 名 称 等 に つ い ては ， 当 該 入 学 年 度 の学 則 を 適 用 す る 。  

附  則  

１  本 学 則 は ， 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。  

２  平 成 27年 ４ 月 １日 現 在 ， 現 に 在 籍 して い る 者 の 単 位 の 履修 方 法 及 び 学

位 の 名 称 等 に つ い ては ， 当 該 入 学 年 度 の学 則 を 適 用 す る 。  


